
  

階段のみを支える柱 

（飾り柱も同じ） 

１ｍ 
住戸 

住戸 

手摺等 

１ｍ 

１ｍ 

階段のみを支える構造壁 

手摺等 
手摺等 

１ｍ 

1ｍ 

手摺等 
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建築面積 2（軒、ひさし、はね出し縁等 2）                   

（関係条文） 

 令 2条 1項 2 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例      建築面積算入部分、    はね出しの先端 

 

※1ｍ引きは、はね出しの先端より。 

備考 
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